
人
事
院
規
則
一
五
―
一
六
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
人
事

院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
読
替
表

読

替

後
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

読

替

前

（
特
別
休
暇
）

（
特
別
休
暇
）

第
二
十
二
条

勤
務
時
間
法
第
十
九
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

第
二
十
二
条

勤
務
時
間
法
第
十
九
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る

各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

職
員
が
自
発
的
に
、
か
つ
、
報
酬
を
得
な
い
で
次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢
献

四

職
員
が
自
発
的
に
、
か
つ
、
報
酬
を
得
な
い
で
次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢
献

す
る
活
動
（
専
ら
親
族
に
対
す
る
支
援
と
な
る
活
動
を
除
く
。
）
を
行
う
場

す
る
活
動
（
専
ら
親
族
に
対
す
る
支
援
と
な
る
活
動
を
除
く
。
）
を
行
う
場

合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

一
の

合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

一
の

年
に
お
い
て
五
日
（
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年

年
に
お
い
て
五
日
の
範
囲
内
の
期
間

法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
（
東
京
都
の
市
町
村
を
除
く
。

）
の
区
域
内
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七

日
）
の
範
囲
内
の
期
間

イ

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
若
し
く
は
東
日
本
大

イ

地
震
、
暴
風
雨
、
噴
火
等
に
よ
り
相
当
規
模
の
災
害
が
発
生
し
た
被
災

震
災
の
被
災
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
地
域
に
お
け
る
生
活
関
連
物
資
の
配

地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活
関
連
物
資
の
配
布
そ
の
他
の
被

布
そ
の
他
の
被
災
者
を
支
援
す
る
活
動

災
者
を
支
援
す
る
活
動

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

五
～
十
八

（
略
）

五
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
二
十
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
病
気
休
暇
又
は
特
別
休
暇
（
前
条
に
規
定
す

第
二
十
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
病
気
休
暇
又
は
特
別
休
暇
（
前
条
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
請
求
に
つ
い
て

る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
請
求
に
つ
い
て

、
勤
務
時
間
法
第
十
八
条
に
定
め
る
場
合
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
（
規

、
勤
務
時
間
法
第
十
八
条
に
定
め
る
場
合
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

則
一
五
―
一
六
（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
人
事
院
規
則
一
五
―
一

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

い
。
た
だ
し
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
り
、
他
の
時
期
に
お
い
て
も
当
該
休

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

暇
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が

い
。

あ
り
、
他
の
時
期
に
お
い
て
も
当
該
休
暇
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


